
衆議院大蔵常任委員会理事である日本社会党・渡辺嘉蔵議員へ陳情

十
月
一
日
か
ら
行
政
手
続
法
が
施
行
さ
れ
た
ば
か
り
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
「
税
務
行
政
の
分

野
に
も
行
政
手
続
法
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
い
う
陳
情
に
つ
い
て
は
、

比
較
的
理
解
を
示
す
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
納
税
者
権
利
憲
章
と
し
て
の
「
納
税
者
権
利
基
本
法
」

と
「
税
務
行
政
手
続
法
」
の
制
定
に
つ

い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
の
感
が
強
か
っ
た
。

特
に
現
在
の
政
局
は
、
新
、
新
党
の
結
成
な
ど
非
常
に
揺
れ
動
い
て
い
る
時
期
で
も
あ
る
。

新
た
に
、
納
税
者
の
権
利
保
護
を
目
的
と
し
た
「
納
税
者
権
利
基
本
法
」
と
「
税
務
行
政
手

続
法
」
を
法
制
化
す
る
た
め
に
は
、
現
在
の
連
立
与
党
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
共
産
党
も
含
め

た
あ
ら
ゆ
る
政
党
に
働
き
か
け
を
行
う
こ
と
と
、

T
C
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
運
動
を
今
ま
で
以
上
に

国
民
的
レ
ベ
ル
の
運
動
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
税
理
士
の
業
務
）

第
二
条
税
理
士
は
、
他
人
の
求
め
に
応
じ
、
租
税
（
印
紙
税
，
登
録
免
許
税
、
関
税
、
法
定

外
普
通
税

（地
方
税
法

（昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
八
条
の
二
第
四
項
に

規
定
す
る
市
町
村
法
定
外
普
通
税
及
び
同
法
第
十
三
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
道
府
県
法

定
外
普
通
税
を
い
う
。

）
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。

）
に
関
し

次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
こ
と
を
業
と
す
る
。

一
、
税
務
代
理
（
税
務
官
公
署
（
税
関
官
署
を
除
く
も
の
と
し
、
国
税
不
服
審
判
所
を
含
む

も
の
と
す
る
。
以
下
同
じ
。

）
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
法
令
若
し
く
は
行
政
不
服
審
査

法

（昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
規
定
に
甚
づ
く
申
告
、
申
請
、
請
求
若
し
く

は
不
服
申
立
て

（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
行
為
を
含
む
も
の
と
し

酒
税
法

（昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
号
）
第
二
章
の
規
定
に
係
る
申
告
、
申
請
及
び
不
服

申
立
て
を
除
く
も
の
と
す
る
。
以
下
「
申
告
等
」
と
い
う
。

）
に
つ
き
、
又
は
当
該
申
告

等
若
し
く
は
税
務
官
公
署
の
調
査
若
し
く
は
処
分
に
関
し
税
務
官
公
署
に
対
し
て
す
る
主

張
若
し
く
は
陳
述
に
つ
き
、
代
理
し
、
又
は
代
行
す
る
こ
と
（
次
号
の
税
務
書
類
の
作
成

に
と
ど
ま
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）

二
、
税
務
書
類
の
作
成
（
税
務
官
公
署
に
対
す
る
申
告
等
に
係
る
申
告
書
、
申
請
書
、
請
求

書
、
不
服
申
立
書
そ
の
他
租
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
作
成
し
、
か
つ
、
税

務
官
公
署
に
提
出
す
る
書
類
で
大
蔵
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
申
告
書
等
」
と
い

う。

）
を
作
成
す
る
こ
と
を
い
う
。

）

三
、
税
務
相
談
（
税
務
官
公
署
に
対
す
る
申
告
等
、
第
一
号
に
規
定
す
る
主
張
若
し
く
は
陳

述
又
は
申
告
書
等
の
作
成
に
関
し
、
租
税
の
課
税
標
準
等
（
国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七

年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
二
条
第
六
号
イ
か
ら
へ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
地
方
税
に
係

る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
計
算
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

相
談
に
応
ず
る
こ
と
を
い
う
。

2

税
理
士
は
、
前
項
に
規
定
す
る
業
務

（以
下
「
税
理
士
業
務
」
と
い
う
。
）
の
は
か
、
税

理
士
の
名
称
を
用
い
て
、
他
人
の
求
め
に
応
じ
、
税
理
士
業
務
に
付
随
し
て
、
財
務
書
類
の

作
成
、
会
計
帳
簿
の
記
帳
の
代
行
そ
の
他
財
務
に
関
す
る
事
務
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
し
、
他
の
法
律
に
お
い
て
そ
の
事
務
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
が
制
限
さ
れ
て
い

る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

昭法

税
理
士
法
（

国

会

陳

情

を

す
タ

1

つ

て

「
要
綱
案
」

て
国
会
陳
情
I.

十
月
五
日
、
午
後
一
時
か
ら
衆
議
院
大
蔵
委
員
会
の
委
員
を
中
心
に
国
会
陳
情
を
行
っ
た
。

衆
議
院
本
会
議
が
ち
ょ
う
ど
開
か
れ
て
い
た
が
、
衆
議
院
大
蔵
常
任
委
員
会
理
事
で
あ
る
日

本
社
会
党
の
渡
辺
嘉
蔵
議
員
は
、
私
達
の
陳
情
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
時
間
を
さ
い
て
面
談
に
応

じ
て
く
れ
た
。

参
議
院
に
つ

い
て
は
、
政
局
が
揺
れ
動
い
て
い
る
と
き
で
あ
り
、
参
議
院
大
蔵
委
員
会
の
委

員
名
簿
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、

日
本
社
会
党
副
委
員
長
で
あ
る
千
葉
景
子
参
議
院
議
員
と
、
ま
た
日
本
共
産
党
参

議
院
議
員
団
長
の
、
上
田
耕
一
郎
参
議
院
議
員
に
陳
情
を
行
っ
た
。

陳
情
の
内
容
は
、
田
国
税
通
則
法
第
七
四
条
の
二
の
規
定
を
廃
止
し
て
●
税
務
行
政
の
分
野

で
も
、
行
政
手
続
法
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
②
わ
が
国
で
も
、
納
税
者
の
権
利
保

護
を
目
的
と
し
た
「
納
税
者
権
利
基
本
法
」

（仮
称
）
と
「
税
務
行
政
手
続
法
」

（仮
称
）
を

制
定
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。

を
も
っ
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日本共産党参議院議員団長の上田耕一郎議員へ陳情書を提出
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II TCフォーラムの「 T C」とは

Taxpayer Charter（納税者憲章）

の頭文字を意味しています。
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関係議員各位

「糸内不兒毛手杵往和J~旦本 i去」 およご「お豆知子記女手約叡去」

制定の陳清書

l 9 9 4年 10月5日

「納税者の権利憲章をつくる会」 (TCフォーラム）

東京都新宿区三栄町 9番地 NIKピル 2階

電話 03 (3359) 7530 

代表委員

池上惇 （京都大学教授）

石村善治 （幅岡大学教授）

大江志乃夫（評論家）

北野弘久 （日本大学教授）

暉峻淑子 （埼玉大学名誉教授）

十
一
月
十
四

H
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催

私達の会は、日木における納税者（タックスペイヤー）の権利保護のために「納税者の権利憲章」

具体的には、 「納税者権利基本法」と「税務行政手続法」の制定を目指して、その目的をーにする個

人団体でつくっている会です。

今年の4月に創立総会を開催して正式に発足しておりますが、学者、弁護士、税理士、事業家、市

民団体、労働団体、業者団体法律家および税務専門家の団体など、広く会の目的に賛同した方々が

加入しております。

1 9 8 5年カナダでは「納税者の権利宣言」、 1 9 8 8年アメリカ「包括的納税者権利保障法」、

1 9 9 1年イギリスでは「新納税者憲章」など、近年、先進諸国においては、納税者の権利保護を目

的とした法律ないしは公文書が続々と制定．公布されております。

さてわが国でも行政手続法が 19 9 3年 11月5日成立し、

ております。

しかし税務行政の分野では、国税通則法第 74条の 2の規定を新設して、質問検査権の行使であ

る税務調査等について行政手続法の適用除外としております。

また実務上よく問題となる修正申告の慾憑という行政指導についても、国税通則法第74条の 2の

規定によって、行政手続法の適用除外とされております。

そこで下記について陳情いたします。

1 9 9 4年 10月 1日から施行され

1.国税通則法第74条の2の規定を廃止して、税務行政の分野でも、行政手続法が

適用されるようにすること。

2. わが国でも納税者の権利保護を目的とした「納税者権利基本法」

「税務行政手続法」 （仮称）を制定すること。

（仮称）と

十
一
月
十
四
日
午
後
一
時
よ
り
、
文
京
区
民
セ
ン
タ
ー
（
地
図
参
照
）
で
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

を
開
催
す
る
。

①
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
位
置
づ
け

①

T
C
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
、
「
納
税
者
権
利
基
本
法
要
綱
案
」
と
「
税
務
行
政
手
続
法

要
綱
案
」
を
発
表
し
た
が
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
と
お
し
て
、
こ
れ
ら
要
綱
案
の
内
容

を
よ
く
理
解
し
、
さ
ら
に
よ
り
良
い
も
の
と
す
る
た
め
に
行
う
も
の
で
あ
る
。

②

T
C
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
会
則
に
あ
る
よ
う
に
、
納
税
者
の
権
利
の
確
立
の
た
め
に
、

「
納
税
者
の
権
利
憲
章
」
（
「
納
税
者
権
利
基
本
法
」
と
「
税
務
行
政
手
続
法
」
）
の
制

定
を
目
指
し
て
い
る
。

こ
の
目
的
に
賛
同
す
る
団
体
や
個
人
な
ど
幅
広
い
会
員
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
、

お
互
い
の
立
場
を
尊
重
し
た
上
で
、
実
り
あ
る
議
論
を
行
い
た
い
。

切
当
日
の
進
め
方

①

午
後
一
時
受
付
開
始
、
午
後
一
時
二
十
分
か
ら
五
時
ま
で
行
う
。

②

当
日
は
、
鶴
見
祐
策
弁
護
士
の
基
調
講
演
を
受
け
て
、
そ
の
後
討
論
を
行
う
予
定
で
あ

る。

③
問
題
提
起

①
「
税
務
行
政
手
続
法
要
綱
案
」
を
考
え
る
上
で
避
け
て
と
お
れ
な
い
の
は
、
税
理
士
制

度
と
の
関
係
で
あ
る
。

現
在
、
税
理
士
制
度
が
あ
る
国
は
、
わ
が
国
の
ほ
か
は
ド
イ
ツ
と
韓
国
だ
け
で
あ
る
。

税
理
士
法
で
規
定
さ
れ
た
「
税
務
代
理
」
に
つ
い
て
ど
う
理
解
し
、
「
税
務
行
政
手
続

法
要
綱
案
」
に
ど
う
位
置
づ
け
て
い
く
か
が
今
後
の
運
動
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
く
と

い
え
よ
う
。

②

そ

の
他
、
発
表
し
た
各
要
綱
案
に
つ
い
て
、
問
題
提
起
が
あ
っ
た
ら
、
益
子
良
一

（横
浜
市
神
奈
川
区
台
町
七
ー
ニ
ハ
イ
ツ
横
浜
二
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五
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宛
へ
十
一
月
十
日
ま
で
に
文
書
で
連
絡
を
。

文京区民センター案内図
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